
１
．

監
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

公
表
の
背
景
等

貸
金
業
界
に
対
す
る

信
頼
性
の
向
上
目
指
す

貸
金
業
界
は
、
か
つ
て
一
部
の
業

者
と
は
い
え
過
剰
融
資
や
過
当
な
取

立
て
な
ど
不
適
切
な
行
為
が
行
わ
れ

た
こ
と
か
ら
世
間
の
大
変
厳
し
い
批

判
を
受
け
、
そ
の
結
果
と
し
て
き
わ

め
て
厳
格
か
つ
過
重
と
も
い
え
る
規

制
が
06
年
の
改
正
貸
金
業
法
に
お
い

て
課
さ
れ
、
現
在
に
い
た
っ
て
い
る

（
06
年
12
月
20
日
公
布
）。

法
施
行
後
、
協
会
員
、
監
督
当
局

お
よ
び
自
主
規
制
機
関
で
あ
る
本
協

会
の
地
道
な
努
力
も
あ
っ
て
、
業
界

の
経
営
姿
勢
は
格
段
に
良
化
し
て
き

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
多
重
債
務
者

（
５
先
以
上
か
ら
借
入
れ
の
あ
る
利

用
者
）
は
、
07
年
３
月
末
１
７
１
万

人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
15
年
11
月
末

13
万
人
ま
で
13
分
の
１
に
ま
で
減
少

し
て
い
る
。
ま
た
、
苦
情
・
相
談
件

日
本
貸
金
業
協
会
は
、
２
０
０
７
年
12
月
に
改
正
貸
金
業
法
に
基
づ
き
自
主
規
制
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

自
主
規
制
機
能
と
し
て
監
査
の
実
施
、
内
部
管
理
態
勢
の
整
備
に
関
す
る
指
導
、
広
告
審
査
、
苦
情
・
相
談
受
付
、
金
融

Ａ
Ｄ
Ｒ
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
研
修
支
援
な
ど
の
事
業
を
積
極
的
に
実
施
し
て
い
る
。
今
般
、
上
記
自
主
規
制
機
能
の
一

つ
と
し
て
実
施
し
て
い
る
監
査
の
具
体
的
内
容
を
協
会
員
や
資
金
需
要
者
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
貸
金
業
界
の
信
頼
性

向
上
に
資
す
る
も
の
と
考
え
「
監
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
し
て
公
表
し
た
の
で
、
そ
の
背
景
や
お
も
な
内
容
を
解
説
し
た

い
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
り
、
本
協
会
の
見
解
を
表
す
も
の
で
は
な

い
。
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数
や
行
政
処
分
件
数
も
そ
れ
ぞ
れ
大

幅
に
減
少
・
改
善
し
て
き
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
と
く
に
未
利
用

者
の
貸
金
業
界
に
対
す
る
信
頼
性
に

つ
い
て
は
、
な
お
厳
し
い
見
方
を
し

て
い
る
の
が
現
状
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
、
引
き
続
き
協
会
員
自
身
に
よ

る
経
営
管
理
態
勢
の
整
備
や
本
協
会

の
改
善
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。

な
お
、
日
本
貸
金
業
協
会
は
、
改

正
貸
金
業
法
に
基
づ
き
新
た
に
自
主

規
制
機
関
と
し
て
認
可
さ
れ
た
法
人

で
あ
る
が
、
こ
の
自
主
規
制
機
能
に

つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
解
説
に
お

い
て
、「
業
者
の
法
令
遵
守
履
行
確

保
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
な
る
べ
く
顧
客
と

の
接
点
で
あ
る
営
業
現
場
に
近
い
と

こ
ろ
で
充
実
さ
れ
る
こ
と
が
、
消
費

者･

利
用
者
に
と
っ
て
も
良
い
側
面

が
多
々
あ
る
。（
中
略
）
さ
ら
に
、

行
政
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
と
い
う

観
点
か
ら
も
、
な
る
べ
く
個
別
業
者

や
業
界
自
主
規
制
機
関
が
、
実
効
性

の
あ
る
規
律
を
実
行
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。（『
逐
条
解
説
貸
金
業
法

（
上
柳
・
大
森
氏
編
著
）』）
42
ペ
ー

ジ
」
と
し
て
、
改
正
貸
金
業
法
で
導

入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

２
．

監
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

内
容
等

貸
金
業
と
し
て
は

初
め
て
の
試
み

監
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
Ⅰ
．

監
査
の
基
本
事
項
」「
Ⅱ
．
監
査
の

実
施
手
続
」「
Ⅲ
．書
類
監
査
報
告
書

等
」
お
よ
び
「
Ⅳ
．
実
地
監
査
マ
ニ

ュ
ア
ル
」
の
４
部
構
成
に
な
っ
て
い

る
（
図
表
１
）。
こ
の
う
ち
Ⅲ
と
Ⅳ

は
、
そ
れ
ぞ
れ
書
類
監
査
と
実
地
監

査
で
用
い
る
監
査
ツ
ー
ル
で
あ
る
。

ま
た
、
金
融
庁
で
は
、
上
記
Ⅰ
お

よ
び
Ⅱ
を
「
金
融
検
査
に
関
す
る
基

本
指
針
」
と
し
て
、
ま
た
Ⅳ
を
「
金

融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
し
て
分
け

て
公
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
は
、
こ
れ
ら
を
合
体
し
て

作
成
・
公
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
貸
金
業
務
に
関
す
る
マ
ニ

ュ
ア
ル
等
は
金
融
庁
に
お
い
て
も
ま

だ
公
表
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味

で
こ
れ
は
初
の
試
み
と
な
る
。

３
．

監
査
の
基
本
原
則

に
つ
い
て

経
営
姿
勢
の
改
善
は

自
主
的
努
力
が
基
本

本
協
会
の
監
査
で
は
、
①
協
会
員

の
自
主
性
尊
重
の
原
則
、
②
補
強
性

の
原
則
、
③
効
率
的
・
効
果
的
な
監

査
の
３
つ
を
基
本
原
則
と
し
て
お

り
、
と
く
に
、
①
の
自
主
性
尊
重
の

原
則
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
は
、
監
査
に
お
い
て
協
会
員

の
社
内
体
制
等
に
問
題
が
認
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
協
会
員
み
ず
か
ら
が

そ
の
不
十
分
性
を
認
識
し
、
自
主
的

・
自
己
責
任
の
も
と
に
改
善
努
力
に

取
り
組
む
こ
と
が
肝
要
だ
か
ら
で
あ

る
。監

査
員
の
心
得
：
信
用
と
品
位
の

保
持
は
と
く
に
重
要

監
査
員
は
監
査
に
お
い
て
多
く
の

関
係
者
の
方
々
と
接
触
す
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
あ
え
て

監
査
員
の
と
る
べ
き
態
度
を
確
認
す

る
意
味
で
、
心
得
と
し
て
記
載
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
内
容
と
し
て
は
、

①
目
的
の
認
識
、
②
信
用
・
品
位
の

保
持
と
守
秘
義
務
の
遵
守
、
③
公
正

な
判
断
、
④
現
物
監
査
に
お
け
る
留

意
事
項
、
⑤
自
己
研
鑽
と
ま
さ
に
常

識
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
と

く
に
、
②
の
信
用
・
品
位
の
保
持
に

つ
い
て
は
、
利
用
者
の
側
か
ら
み
る

と
、
い
わ
ゆ
る
ヤ
ミ
金
業
者
な
ど
無

登
録
の
貸
金
業
者
も
含
め
て
わ
が
業

界
を
捉
え
る
向
き
も
あ
り
、
差
別
化

の
観
点
か
ら
あ
え
て
こ
の
こ
と
を
強

調
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
。

監
査
の
種
類
と
実
施
方
法
等
に
つ

い
て
：
一
般
監
査
と
特
別
監
査
を
実

施
本
協
会
の
監
査
は
、「
一
般
監
査
」

と
「
特
別
監
査
」
に
分
け
て
実
施
し

て
い
る
。
ま
た
、「
一
般
監
査
」
は
、

書
面
に
よ
り
報
告
を
求
め
て
行
う
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「
書
類
監
査
」
と
協
会
員
の
営
業
所

等
に
訪
問
し
て
行
う
「
実
地
監
査
」

の
方
法
に
よ
り
実
施
し
て
い
る
。

一
方
、「
特
別
監
査
」
は
、
書
類

監
査
等
に
お
け
る
指
摘
事
項
の
改
善

状
況
を
検
証
す
る
た
め
の
「
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
監
査
」
と
監
督
当
局
等
か

ら
の
要
請
に
基
づ
き
実
施
す
る
「
機

動
的
監
査
」
が
あ
る
。

書
類
監
査
に
つ
い
て
：
今
後
と
も

効
率
的
・
効
果
的
に
実
施

本
協
会
で
は
、
07
年
の
協
会
発
足

時
か
ら
こ
れ
ま
で
、
毎
年
す
べ
て
の

協
会
員
を
対
象
に
書
類
監
査
を
実
施

し
て
き
て
い
る
（
図
表
２
）。
書
類

監
査
は
、
あ
く
ま
で
も
自
己
申
告
で

あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
効
果
に

は
一
定
の
限
界
が
あ
る
も
の
の
、
短

期
間
に
多
数
の
監
査
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
か
ら
実
地
監
査
と
連
携

し
つ
つ
実
施
し
て
い
る
（
07
年
度
の

実
施
数
：
３
１
８
３
先
）。

現
在
の
手
法
と
し
て
は
、
①
協
会

加
入
後
に
初
め
て
書
類
監
査
を
受
け

る
協
会
員
に
対
し
て
は
内
部
管
理
態

勢
全
般
に
関
す
る
「
標
準
監
査
」

を
、
ま
た
、
②
す
で
に
①
の
書
類
監

査
を
受
け
て
い
る
協
会
員
に
対
し
て

は
、
重
点
事
項
を
絞
り
込
ん
だ
「
重

点
監
査
」
を
行
っ
て
い
る
。

監
査
後
の
フ
ォ
ロ
ー
と
し
て
は
、

監
査
結
果
に
基
づ
き
内
部
管
理
態
勢

を
整
備
す
る
た
め
の
要
点
を
記
載
し

た
「
改
善
の
手
引
き
」
を
作
成
・
配

布
す
る
な
ど
不
備
事
項
の
早
期
改
善

を
促
し
て
い
る
。　

ま
た
、
早
急
な
対
応
が
必
要
な
協

会
員
に
対
し
て
は
、
実
地
監
査
の
手

法
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
監
査
で

改
善
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

な
お
、
最
近
の
書
類
監
査
の
結
果

は
図
表
２
の
通
り
で
あ
る
が
、
最
近

で
は
「
適
正
」
と
す
る
も
の
が
約
８

割
を
超
え
て
い
る
。

書
類
監
査
は
、
協
会
員
み
ず
か
ら

が
内
部
管
理
態
勢
の
状
況
を
確
認
す

る
こ
と
に
資
す
る
と
と
も
に
、
適
正

な
業
務
処
理
に
対
す
る
気
づ
き
の
効

果
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
定
期
的
に
実

施
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え

・�本ガイドラインは、本協会が自主規制機能の一つとして実施している監査の具体的内容を整理し、公表するもの（Ⅰ～Ⅳの ４部構成）
・�今後、法令改正などにより随時見直しを行うが、その場合には本協会ホームページで改定版を公表する

Ⅰ
監
査
の
基
本
事
項

１ ．使命および目的 本協会が行う監査は、貸金業務の適正な運営と資金需要者の信頼を確保すること等を使命および目的として実施する
※監督当局の検査・監督とあわせ、いわゆる「車の両輪」として機能

２．監査の種類と実施方法 ⑴一般監査…①書類監査（書面により報告を求めて行う）　②実地監査（協会員の営業所等に往訪）
⑵特別監査…①フォローアップ監査（監査指摘事項の改善状況を検証）　②機動的監査（監督当局等の要請に基づく）

３．基本原則 ⑴協会員の自主性尊重の原則　⑵補強性の原則　⑶効率的・効果的な監査の実施
４．監査員の心得 ⑴目的の認識　⑵信用・品位の保持と守秘義務　⑶公正な判断　⑷現物監査における留意事項　⑸自己研鑽
５．監査関連情報の管理 本協会の情報取扱規程および個人情報保護に関する規則等に基づき、監査関連情報を適切かつ厳格に管理する
６．監督当局等との連携 ⑴監督当局との連携　⑵その他の機関との連携（警察・消費者センター等）　⑶自主規制各部門との連携

Ⅱ
監
査
の
実
施
手
続

１ ．監査計画の策定等 ⑴年次監査計画の策定および協会員への通知　※監査の重点事項等を各年度ごとに設定し、協会員に通知する
⑵協会員に対する指摘事例等の周知徹底　⑶監査員の研修等

２
．
書
類
監
査

監
査
方
針
・

　

設
問
策
定

監
査
実
施
通
知

報
告
書
の
受
領

点
検
・
評
価

監
査
結
果
通
知

３
．
実
地
監
査

発
令
・
監
査�

　

チ
ー
ム
組
成

監
査
実
施
通
知

事
前
調
査
等

実
地
監
査

監
査
結
果
通
知

Ⅲ�書類監査報告書等
（実施および改善ツール）

Ａ．「平成２６年度書類監査報告書（標準監査）」
Ｂ．「平成２６年度書類監査報告書（重点監査）」
Ｃ．「平成２６年度実施要領」
Ｄ．「平成２６年度改善の手引き」

Ⅳ�実地監査マニュアル
（実地監査の手引書）

Ａ．事業概要
Ｂ．検証基準
Ｃ．評価調書
　　《別冊》�検証に際しての主な着眼点

［図表 1］　「監査ガイドライン」の全体構成
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て
い
る
。

実
地
監
査
に
つ
い
て
：
内
部
監
査

等
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

本
協
会
の
実
地
監
査
結
果
の
状
況

は
図
表
３
の
通
り
で
あ
る
が
、
法
令

違
反
等
の
指
摘
割
合
は
漸
次
減
少
し

て
き
て
お
り
、
そ
の
内
容
に
お
い
て

も
、
最
近
で
は
高
金
利
や
過
当
な
取

立
て
違
反
は
ほ
と
ん
ど
発
生
し
て
い

な
い
。

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る

「
実
地
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
は
、

「
Ａ
．
事
業
概
要
」「
Ｂ
．
検
証
基

準
」「
Ｃ
．
評
価
調
書
」
お
よ
び

「《
別
冊
》
検
証
に
際
し
て
の
主
な
着

眼
点
」
の
４
部
構
成
と
な
っ
て
お

り
、
本
協
会
の
監
査
員
が
、
協
会
員

に
対
す
る
実
地
監
査
を
行
う
際
に
用

い
る
手
引
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
。こ

の
う
ち
、
Ｂ
の
検
証
基
準
と 

《
別
冊
》
検
証
に
際
し
て
の
お
も
な

着
眼
点
は
、
検
証
に
際
し
て
の
基
準

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
監
査
員
は
こ

れ
に
即
し
て
監
査
す
る
。

ま
た
、
Ｃ
の
評
価
調
書
は
、
監
査

員
が
現
物
点
検
等
の
実
証
的
な
検
証

の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
各
監
査
項
目

の
「
実
務
運
用
状
況
」
と
「
業
務
管

理
態
勢
」
を
評
価
し
結
果
を
記
録
す

る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
小
規
模
な
協
会
員
や
貸
金

業
を
本
業
の
補
完
と
し
て
営
ん
で
い

る
協
会
員
に
対
す
る
実
地
監
査
に
際

し
て
は
、
規
模
や
業
務
特
性
を
踏
ま

え
て
検
証
範
囲
や
監
査
期
間
を
定
め

る
な
ど
、
協
会
員
ご
と
に
メ
リ
ハ
リ

を
つ
け
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。他

方
で
実
地
監
査
は
、
無
予
告
・

抜
き
打
ち
で
な
い
と
監
査
や
検
査
の

効
果
は
出
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の

意
見
も
あ
ろ
う
が
、
協
会
の
監
査
は

法
令
違
反
事
項
を
摘
発
す
る
の
が
目

的
で
は
な
く
、
い
か
に
違
反
が
起
き

な
い
よ
う
な
内
部
管
理
態
勢
と
な
っ

て
い
る
か
の
検
証
に
重
点
を
置
い
て

実
施
し
て
い
る
こ
と
か
ら
書
面
に
よ

り
通
知
を
し
た
う
え
で
行
っ
て
い

る
。

各
協
会
員
に
お
い
て
は
、
本
マ
ニ

ュ
ア
ル
の
チ
ェ
ッ
ク
項
目
等
を
参
考

に
し
て
、
み
ず
か
ら
行
う
業
務
検
証

や
内
部
監
査
の
精
度
向
上
に
活
用
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

４
．
む
す
び

信
頼
性
向
上
に
向
け
て
、

今
後
も
地
道
な
努
力
を
重
ね
る

こ
の
監
査
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
公
表

目
的
は
、
資
金
需
要
者
や
消
費
者
行

政
を
担
当
し
て
い
る
方
々
に
協
会
加

盟
の
貸
金
業
者
は
こ
れ
ほ
ど
厳
格
な

監
査
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

知
っ
て
い
た
だ
き
、
ぜ
ひ
と
も
昔
の

イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
し
て
い
た
だ
き
た

い
の
で
あ
る
。

改
正
法
審
議
の
当
時
、
金
融
庁
の

担
当
官
が
語
っ
た
「
貸
し
手
の
節
度

と
借
り
手
の
リ
テ
ラ
シ
ー
が
、
現
状

で
は
期
待
し
難
い
が
ゆ
え
に
、
市
場

メ
カ
ニ
ズ
ム
が
健
全
に
機
能
す
れ
ば

出
現
す
る
で
あ
ろ
う
市
場
を
制
度
に

よ
り
直
接
、
出
現
さ
せ
よ
う
と
い
う

性
格
を
持
つ
。『
逐
条
解
説
貸
金
業

法
（
上
柳
・
大
森
氏
編
著
）』
15
ペ

ー
ジ
」
と
い
う
状
況
で
は
な
く
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

改
正
法
施
行
か
ら
９
年
、
現
在
の

貸
金
業
界
の
経
営
姿
勢
や
法
令
遵
守

態
勢
は
、
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に

現
状
で
は
格
段
に
改
善
し
て
き
て
い

る
の
で
あ
る
。

消
費
者
金
融
や
事
業
者
金
融
を
提

供
し
て
い
る
銀
行
と
貸
金
業
者
の
規

制
に
お
い
て
は
多
々
不
整
合
が
あ
る

現
状
に
照
ら
し
、
公
平
性
や
利
用
者

利
便
の
観
点
か
ら
も
、
あ
ら
た
め
て

規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
時
期
に

き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

法
令
遵
守
と
か
内
部
管
理
態
勢
の

整
備
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
で
十
分

と
い
う
も
の
は
な
く
、
引
き
続
き
協

会
員
や
自
主
規
制
機
関
で
あ
る
本
協

会
が
改
善
努
力
を
重
ね
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

今
後
と
も
資
金
需
要
者
を
は
じ
め

関
係
者
皆
様
の
な
お
一
層
の
ご
理
解

と
ご
支
援
を
賜
り
た
い
。
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木
村
耕
三
（
き
む
ら
・
こ
う
ぞ
う
）

　

１
９
４
８
年
生
（
北
海
道
出
身
）

67
年
４
月
：
大
蔵
省
・
北
海
道
財
務

局
入
局
、
80
年
７
月
：
同
省
・
銀
行

局　

検
査
部
管
理
課　

金
融
検
査

官
、
95
年
７
月
：
同
局
銀
行
課　

課

長
補
佐
、
97
年
７
月
：
同
局
総
務
課

　

金
融
調
査
官
、
２
０
０
３
年
７

月
：
金
融
庁
・
検
査
局　

審
査
課

長
、
06
年
７
月
：
日
本
証
券
業
協
会

（
監
査
本
部
長
）、
12
年
４
月
：
現

職
。

［図表 2］　書類監査の実施数と監査結果の状況　� �（単位：会員、％）

年度 07 08 09 １0 １１ １２ １３ １４

　　　　　　　実施会員数� （A） ３,１8３ ２,６３8 ２,00５ １,５１５ １,３６５ １,２7３ １,２２２ １,１77

監査結果

適正である
会員数� （B） ４３0 １,４8４ １,５0１ １,２２６ １,２５9 １,000 １,078 987

構成比� （B/A） １３.５% ５６.３% 7４.9% 80.9% 9２.２% 78.６% 88.２% 8３.9%

改善を要する

� （C） ２,7５３ １,１５４ ５0４ ２89 １0６ ２7３ １４４ １90

会員数
内訳

①法令等抵触のおそれの指摘がある １２8 ６５ ６7

②改善・見直しの指摘がある １４５ 79 １２３

構成比 �（C/A） 8６.５% ４３.7% ２５.１% １9.１% 7.8% ２１.４% １１.8% １６.１%

（注）　１２年度から評価方法を変更。１１年度までの総合評価では、「内部管理態勢等に特に問題がない」協会員が 9割を超えたことにより、
１２年度からは、具体的に問題点を指摘する個別評価方式とした。①07 ～ １１年度：設問単位に審査、不備設問÷総設問数=ランク（A
～ Eの ５段階）適正≧90％、要改善＜90％、②１２年度以降：設問にある項目単位に審査、適正＝全項目不備なし、要改善＝①法令等
に抵触するおそれの指摘がある、②改善・見直しの指摘がある。

年度 08 09 １0 １１ １２ １３ １４ １５ 累計
（平均）

　　　　　　　実施会員数� （A） ３２ ６４ ６１ 8４ １0２ １0５ １２３ １00 ６7１

監査結果�
（会員ベース）

監査にお
いて指摘
のあった
会員数

法令違反� （B） 7 １５ １６ 8 ２0 １２ １３ 9 １00
不適切な取扱い�（C） ２２ ４３ １２ １１ １9 ３１ ３６ １9 １9３
法令指摘発生会員率�
� （B/A） ２１.9% ２３.４% ２６.２% 9.５% １9.６% １１.４% １0.６% 9.0% １４.9%

不適切発生会員率�
� （C/A） ６8.8% ６7.２% １9.7% １３.１% １8.６% ２9.５% ２9.３% １9.0% ２8.8%

合計（D） ２9 ５7 ２8 １9 ３9 ４３ ４8 ４１ ３0４
指摘発生会員率� （D/A） 90.６% 89.１% ４５.9% ２２.６% ３8.２% ４１.0% ３9.0% ４１.0% ４５.３%

監査結果
（ ２）

指摘発生件数� （E） １7６ １9４ 9４ ５7 １0３ 8５ 88 7４ 87１
指摘発生会員に対する １会員当
たりの指摘件数� （E/D） ６.１ ３.４ ３.４ ３.0 ２.６ ２.0 １.8 １.8 ２.9

［図表 ３］　実地監査の実施数と監査結果の状況� �（単位：会員、件、%）

（注）　不適切な取扱いとは、① ｢法令・諸規則等｣ に抵触していると認められるもののうち、軽微な不備で、監査期間中に改善が完了し
たことを確認した事案、および監査期間中に改善に着手しており自主的な改善完了が期待できる事案。② ｢法令・諸規則等｣ で明示
されている違反行為に類似した行為と判断した事案。③１５年度の計数は１５年 ４ 月～ １２月の中間データ。
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